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登録申請サイトでの申請の流れ 

登録申請サイトを利用して下記の流れで申請を行います。 

  

昨年度にアカウントを 

作成済みの保護者は 

ここからスタート 
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メールアドレスの登録 

ホームページ『京都市の児童館』のサイト内にある「令和 8年度学童クラブ登録申請について」 

から申請をする施設の登録申請サイトまで進み、メールアドレスを登録します。 

 

■ メールアドレスの登録方法 

登録申請アカウント登録ページにてメールアドレス・メールアドレス（確認用）を入力して送信ボタン
を押すと登録が完了します。 

登録したメールアドレスに「申請手続きのご案内」メールが届きます。 
メールに記載されているログインページ URL より登録申請サイトへログインをお願いします。 

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ 

⚫ メールが届かない時は、迷惑メールフォルダに入っている可能性がございます。メールのフィルタ
リングや設定をご確認ください。 

⚫ ログインパスワードはランダムな英数字で自動発行されます。 

⚫ 既にメールアドレスを登録している場合は、アカウント登録済みと表示され、パスワード
再設定ページ、またはログインページへの案内が表示されます。 

⚫ 昨年度に施設の利用があった継続利用の方も初めて登録申請サイトをご利用になる時は、
メールアドレスの登録が必要です。  
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登録申請サイトへのログイン 

ログイン ID（メールアドレス）とパスワードを入力してログインを行います。 

■ 登録申請サイトへのログイン方法 

メールアドレス登録完了メールに登録申請サイトへのログインページの URL が記載されています。 

登録申請サイトにアクセスすると利用規約画面が表示されます。 

規約に同意するとログイン画面が表示されます。 

 

メールアドレスと「申請手続きのご案内」メールに記載されていたパスワードを入力して「ログイン」ボタン 

からログインができます。 
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トップページ 

ログイン後に表示されるトップページを説明します。 

■ トップページの見方 

ログインすると登録申請サイトのトップ画面が開かれメニューが表示されます。 

 

＝  ボタンからメニューを表示します。 

申請を希望する施設の名称が表示されているかご確認ください。 

きょうだい児にて複数の施設の申請を行う場合、施設の切り替えが可能です。 

（希望と違う施設名が表示されている時は、お申込み希望の施設へご相談ください） 

利用申請画面に移行します。申請を行う年度のボタンを選択します。 

（1月～3月の期間は、次年度＋当年度分の登録ボタンが表示されます。） 

きょうだいで別の施設を利用する場合、施設の登録を行います。 

施設からのお知らせが記載されます。（施設によって表示内容が違います。） 

  

１ 

２ 

５ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

３ 

４ 
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■ メニュー項目 

＝ ボタンから表示したメニュー項目に関して 

 

申請の確認・編集 ： 登録申請サイトのトップページへ戻ります。 

アカウント情報 ： 登録申請サイトへログインしているアカウントの確認、パスワードの変更が

可能です。 

お問い合わせ ： 施設へメッセージの送信が可能です。 

ログアウト ： 利用申請サイトからログアウトします。 
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１、新規申請 

初めて児童館・学童クラブを利用する方は新規申請から申請をします。 

１-① 現在施設の利用がなく、初めて登録申請をする場合 

利用申請登録を押すと「同意の確認」が表示されます。「同意する」から利用申請登録画面へ 

移行します。 

 

初めて登録申請を行う方は、「新規申請」から申請をしてください。申請登録状況へ移行します。 

  

学童クラブ事業の利用について、以下のとおり申

請します。 

本申請の情報について、業務委託元の京都市及び

料金算定を行う関係団体等に提供することに同意

します。 
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２、継続申請 

継続して児童館・学童クラブを利用する方は継続申請から登録申請をします。 

２-① 今年度利用中で、翌年度も同じ施設へ登録申請をする場合 

例：2025年度 A児童館を利用、2026年度も継続して A児童館を利用する場合。 

利用申請登録を押すと「同意の確認」が表示されます。「同意する」から利用申請登録画面へ 

移行します。 

 

継続登録申請を行う場合は、「継続申請」から申請をします。 

さくら days アカウント登録画面が表示されます。アカウント情報を入力して「ログイン」をしてください。 

 

※ さくら daysのログイン情報を紛失してしまった方は、現在利用中の施設へご相談ください。 

学童クラブ事業の利用について、以下のとおり申

請します。 

本申請の情報について、業務委託元の京都市及び

料金算定を行う関係団体等に提供することに同意

します。 

 

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ 

継続申請の場合は特に 

右記の３点にご注意ください 

●児童の学年を変更する。 

●児童の利用状況のステータスを「新規」から「継続」に変更する。 

●児童の利用区分（利用する曜日・利用時間）の変更がないか確認する。 
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２-② 今年度利用中で、翌年度に追加で別のお子様も施設を利用開始する

場合 

例：2025年度、A児童館を兄が利用している。2026年度から弟も A児童館を利用開始し、 

兄と弟２人とも利用する場合。 

「２-① 今年度利用中で、翌年度も同じ施設へ登録申請をする場合」と同様に、継続登録申請を

行う場合は、「継続申請」から申請をします。 

さくら days アカウント登録画面からアカウント情報を入力して「ログイン」をします。 

 

※ さくら daysのログイン情報を紛失してしまった方は、現在利用中の施設へご相談ください。 

 

  

継続利用するお子様とは別に、新たにお子様を追加す

る場合は、利用申請者の登録画面にて「＋児童を追

加する」ボタンを押して児童を追加します。 

利用希望児童の登録方法は申請登録状況の「利用 

希望児童の登録方法」からご確認いただけます。

（P.24） 

 

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ 

継続申請の場合は特に 

右記の３点にご注意ください 

●継続利用する児童の学年を変更する。 

●継続利用する児童の利用状況のステータスを「新規」から「継続」に変更する。 

●継続利用する児童の利用区分（利用する曜日・利用時間）の変更がないか確認する。 
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２-③ 今年度に施設を利用していたお子様が退館し、翌年度に別の 

お子様が施設を利用開始する場合 

例：2025年度、A児童館を兄が利用していたが、兄は 2025年度で A児童館を退館し、2026

年度からは弟が新しく A児童館を利用する場合。 

「今年度利用中で、翌年度も同じ施設へ登録申請をする場合。（P.10）」と同様に、継続登録申請

を行う場合は、「継続申請」から申請をします。 

 
さくら days アカウント登録画面からアカウント情報を入力して「ログイン」をします。 

※ さくら daysのログイン情報を紛失してしまった方は、現在利用中の施設へご相談ください。 

 

ログイン後、学童クラブ事業利用申請登録画面へ移動します。 

利用希望児童の項目を編集します。 

 




